
別紙２

設定目的等 位置図（●）

所在地

面積・管轄森林管理署

設定・変更年

直近のモニタリング調査年度・結果概要等

保護・管理及び利用
に関する事項

　自然の推移に委ねることを基本とし、施業等を必要とする場合には、管理経営の指針に基づき行うこととする。

モニタリングの実施間隔
及び留意事項

　10年ごとにモニタリング

法令等に基づく指定概況 　水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、番鳥森県自然環境保全地域（特）、鳥獣保護区（普）

その他留意事項
　平成18年4月1日に番鳥森・大仏岳ブナ植物群落保護林に設定された。その後、平成29年に番鳥森・大仏岳生
物群集保護林に再編された。

項　目 参照資料

周辺の森林施業の現況 機能類型分布図

法令制限・利用等の現況
機能類型分布図
自然公園分布図

衛星画像・現況写真

植生に関する現況 植生図

地帯区分（案）

　番鳥森東側の一部が土砂流出防備保安林で、その他全域が水源かん養保安林に指定されている。本保護林に自然公園は設定されていないが、番鳥森東側の一部が秋田県の『番鳥森自然環境保
全地域特別地区』と『番鳥森鳥獣保護区』に指定されている。
　番鳥森は登山道が整備されておらず、人の入り込みはほとんど無い。大仏岳は保護林南麓の田沢スーパー林道より登山道が整備されていたが、近年は林道が荒廃し車両通行ができない状況で、入
山者は僅少である。

　保護林の大半はチシマザサ-ブナ群団で、北側の一部にはブナ-ミズナラ群落、南側の一部にオオバクロモジ-ミズナラ群集も見られる。大仏岳周辺の高標高地にはウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団が
生育するほか、ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落やササ群落も点在する。

　保護林の周辺については、森林の現況に急激な変化を与えないことを旨とした機能類型や緑の回廊等に指定されており、　急激な環境の変化を及ぼすような施業を実施する林分は無く、緩衝帯としての役割が期待できる。一部、将来的
に皆伐が想定されるスギ・カラマツ等長伐期施業群の小班が隣接するが、次期森林計画策定時に施業群の変更を行い、緩衝帯としての機能を持たせることを検討する。
　保護林内の植生については、大部分がまとまったブナの天然林であり、一体的に保存することが望まれる。
　以上から、保全利用地区は設定せず、保護林区域全域を保存地区とする。

　本保護林の周辺には、自然維持タイプ、山地災害防止タイプ及び水源涵養タイプの３類型が分布し、北から西側一帯と南東側の一部には『八幡平太平山緑の回廊』が接続している。
　大仏岳北側と南東側の一部に自然維持タイプの天然林、大仏岳西側と番鳥森の北東側及び南側に山地災害防止タイプの天然林が広がる。
　保護林に接する水源かん養タイプの小班は大部分が広葉樹択伐施業群の天然林で、北側にスギ・カラマツ等長伐期施業群の人工林が隣接するが、複層林を指向する施業群へ変更することとし、皆
伐による施業は行わないものとする。

番鳥森・大仏岳生物群集保護林

　秋田県秋田市・北秋田市・仙北市

　番鳥森から大仏岳に至る一帯に分布している、原生的なブナ林の保護及び大仏岳山頂域付近の風衝地に分
布する岩壁植生の保護。当地のタカネイバラは秋田県内唯一の産地として貴重である。

　1,238.51ha
　（秋田森林管理署：1,157.67ha、米代東部森林管理署上小阿仁支署： 80.84ha）

　設定：平成18年4月1日　　変更：平成29年4月1日（再編）

保護林概況写真 保護林の概要等

（概況写真貼付）

　【平成28年度 調査項目】
　・森林調査

　広域的な原生ブナ林や岩壁植生を保護する
ための森林が維持されている。

所　見

大仏岳東麓 浦子内沢源流
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機能類型分布図

番鳥森・大仏岳



自然公園分布図

（太平山周辺生物群集保護林）

番鳥森・大仏岳



植生図



大仏岳山頂北側のブナ林

浦子内沢周辺のブナ林

田沢スーパー林道の荒廃状況

三階滝沢周辺のブナ林遠望

浦子内沢

衛星画像・現況写真


